
重要事項説明書 

 

１、「訪問看護ステーションはぎやま」の概要 

 （１） 訪問看護ステーションの指定番号及び地域  

※下記の地域以外の方でも、ご希望の方はご相談ください 

事業所名 

社会医療法人社団愛有会 

訪問看護ステーション 

はぎやま 

栄町分室 武蔵村山分室 

所 在 地 
東京都東村山市本町 

４-７-１４ 

東村山市栄町２-１０-５１ 

NS ビル１０７ ２階 

武蔵村山市学園３-３８-１ 

藤ハイツ２０５ 

電  話 ０４２―３１３－３２５０ ０４２－３９６－７７００ ０４２－５１６－８８６０ 

Ｆ Ａ Ｘ ０４２―３１３－３２３５ ０４２－３９６－７７５５ 

管理者氏名 佐 野 み ゆ き 

介護保険 

指定番号 
東京都指定事業者 「1367192230 号」 

サービス 

地域 
東村山市・小平市・東大和市・東久留米市・武蔵村山市・立川市 

 

（２） 同事業所の職員体制 

 資 格 常 勤 非常勤 業務内容 計 

管理者 看護師 １名  訪問看護・相談業務      1 名 

従事者 看護師･准看護師 4 名 3 名 訪問看護・相談業務 7 名 

 理学療法士･作業療法士  7 名 訪問リハビリ･相談業務 7 名 

事務職員  3 名 2 名 一般事務、運転業務 5 名 

 

（３） 営業時間  

月 ～ 土 午前９時 ～ 午後５時 

※日曜・祝日および年末年始の１２月３０日～１月３日は休業とさせていただきます。 

 

２、サービスの内容  

（１） 病状に合わせた看護をいたします。 

※病状の観察と判断（体温･脈拍･呼吸･血圧等の測定）  

※食事・清潔・排泄・移動の介助 

※医師の指示による医療的処置（床ずれの予防と手当て･傷の手当て･各種カテーテル(管)の 

交換と管理･点滴･吸入･吸引･在宅酸素の管理･膀胱洗浄等）  

※薬の飲み方と管理  

※リハビリテーション    

※療養生活に関する相談･助言  

※精神･心理面のケア  

※認知症のケア    ※終末期のケア 

（２） ご家族への助言や相談を承ります。 

※療養の世話の仕方 ※介護用品の紹介 ※応急手当ての方法 ※主治医のかかり方等 

※家族の健康問題や悩みの相談 

（３） かかりつけの医師（医療機関）との連絡と調整を行います。 

※かかりつけの医師への病状の報告と相談 ※緊急時の対応等  

※かかりつけの医師からの治療方針と指示を受ける 



（４） 介護予防)居宅サービス計画の変更を希望する場合は、関係する居宅介護支援事業所への連

絡などの必要な援助を行います。 

３、サービス内容に関する相談･苦情（個人情報含む） 

  相談窓口  電話 ０４２‐３１３－３２５０  FAX ０４２‐３１３－３２３５ 

受付時間  月～土曜日(祝日を除く)  午前９時～午後５時   担当者 所長 佐野みゆき 

 

 ※東京都国民健康保険団体連合会･苦情相談窓口 ☎０３－６２３８－０１７７ 

※各保険者   東村山市  ０４２－３９３－５１１１    

小平市   ０４２－３４１－１２１１           

         東大和市  ０４２－５６３－２１１１   

東久留米市 ０４２－４７０－７７７７ 

武蔵村山市 ０４２－５６５－１１１１ 

立川市   ０４２－５２３－２１１１ 

   （受付時間は国保連･各保険者とも土･日･祝日を除く９時～１７時） 

 

４、利用料金 

（１） 利用料金（実費負担等は別紙料金表参照）： 

1 単位あたり東村山市の事業所からの訪問は 11.05 円、武蔵村山市の事業所からの訪問は

10.42 円、准看護師の場合は 90/100 を乗じた金額に、介護保険からの給付サービスを利用

する場合は、｢利用者負担の割合｣分をお支払いいただきます。ただし、介護保険の給付の

範囲を超えたサービスは自己負担となります。 

(下記の表はサービス提供体制強化加算を含む） 

■東村山市の事業所からの訪問の場合 

【要介護者】 

 

【要支援者】 

 

■武蔵村山市の事業所からの訪問の場合 

【要介護者】 

所要時間 単位(1単位:11.05円) 金額(1割負担分) 金額(2割負担分) 金額(3割負担分) 

２０分未満 ３１４+６単位   ３５４円   ７０８円 １０６１円 

理学療法士等（１回２０分） ２９４+６単位 ３３２円    ６６３円    ９９５円 

３０分未満 ４７１+６単位    ５２７円   １０５４円   １５８１円 

３０分以上１時間分未満 ８２３+６単位    ９１６円   １８３２円   ２７４８円 

１時間以上１時間３０分未満 １１２８+６単位     １２５３円   ２５０６円   ３７５９円 

所要時間 単位(1単位:11.05円) 金額(1割負担分) 金額(2割負担分) 金額(3割負担分) 

２０分未満 ３０３+６単位   ３４２円   ６８３円  １０２５円 

理学療法士等（１回２０分） ２８４+６単位 ３２１円    ６４１円    ９６２円 

３０分未満 ４５１+６単位    ５０５円   １０１０円   １５１５円 

３０分以上１時間未満 ７９４+６単位    ８８４円   １７６８円   ２６５２円 

１時間以上１時間３０分未満 １０９０+６単位     １２１１円   ２４２２円   ３６３３円 

所要時間 単位(1単位:10.42円) 金額(1割負担分) 金額(2割負担分) 金額(3割負担分) 

２０分未満 ３１４+６単位   ３３４円   ６６７円 １００１円 

理学療法士等（１回２０分） ２９４+６単位 ３１３円    ６２６円    ９３８円 

３０分未満 ４７１+６単位    ４９７円    ９９４円   １４９１円 

３０分以上１時間分未満 ８２３+６単位    ８６４円   １７２８円   ２５９２円 

１時間以上１時間３０分未満 １１２８+６単位     １１８２円   ２３６４円   ３５４５円 



 

 

【要支援者】 

 

※ 介護予防訪問看護では、理学療法士等が１日３回以上訪問した場合は 50/100 に相当する

単位数を算定します。また、利用開始月より１２月を超えた期間に理学療法士等による介

護予防訪問看護を行う場合は１回につき５単位減算となります。 

※ 基本料金に対して、早朝（午前６時～午前８時）・夜間（午後６時～午後１０時）帯は２５％

増し、深夜（午後１０～午前６時）は５０％増しとなります。 

※ 同時に複数の看護師等が訪問看護を行った時は、３０分未満２５４単位、３０分以上４０

２単位が加算されます。看護補助者の時は、３０分未満２０１単位、３０分以上３１７単

位が加算されます。 

※ ２４時間の連絡体制をとり、必要な時に訪問する場合は、契約により１月につき、５７４

単位が加算されます。 

※ 在宅療養での器具使用など特別な管理を必要とする利用者の場合、１月につき２５０単位、

重症度等の高い利用者(留置カテーテル使用など)は５００単位が加算されます。また、特別

な管理を必要とする利用者の場合、訪問の所要時間が１時間３０分以上となるときは、1 回

につき３００単位が加算されます。 

※ 在宅で死亡したときは、その死亡日及び死亡日前１４日以内に２日以上ターミナルケアを

行った場合（ターミナルケアを行った後、２４時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む)

に、死亡月につき２５００単位が加算されます。 

※ 厚生労働大臣が定める基準に適合している場合、１回の訪問につき６単位、１月につき 

２００単位または５５０単位が加算されます(予防は１００単位)。 

※ 入院中に医療機関と共同して在宅での療養上必要な指導を行った場合に、１回につき 

６００単位が加算されます。あるいは、新規に訪問看護計画書を作成した場合に、初回訪

問月に３００単位または初回訪問日が退院日の場合は３５０単位が加算されます。 

※ 訪問介護事業所と連携し痰の吸引等に係る計画の作成や介護員に助言等の指導を行った場

合に、１月につき２５０単位が加算されます。 

※ 特別管理加算を算定していない利用者が１時間３０分を超えて利用する場合、３０分ごと

に２０００円が加算されます。 

※ 上表の料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、利用者の(介護予

防)居宅サービス計画（ケアプラン）に定められた目安の時間を基準とします。また、料金

は介護保険の改正等により変わることがあります。別紙料金表をご参照ください。 

 

（２） 交通費 

前記１の（１）のサービスを提供する実施地域内の(介護予防)訪問看護には、交通費はかかりま

せん。地域以外の方はご相談ください。  

 

 

所要時間 単位(1単位:10.42円) 金額(1割負担分) 金額(2割負担分) 金額(3割負担分) 

２０分未満 ３０３+６単位   ３２２円   ６４４円   ９６６円 

理学療法士等（１回２０分） ２８４+６単位 ３０３円    ６０５円    ９０７円 

３０分未満 ４５１+６単位    ４７７円    ９５３円   １４２９円 

３０分以上１時間未満 ７９４+６単位    ８３４円   １６６８円   ２５０１円 

１時間以上１時間３０分未満 １０９０+６単位     １１４２円   ２２８４円   ３４２６円 



（３） 料金のお支払方法 

  毎月１０日までに前月分の請求をいたします。お支払いいただきますと、領収証を発行いたしま

す。お支払い方法は、銀行引き落としまたは現金集金となります。 

 

５、緊急時の対応方法 

  サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、事前のうちあわせにより主治医、救急隊、親

族、居宅介護支援事業者等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。尚、(介護予防)緊急時

訪問看護加算を算定する利用者には、別紙にて２４時間対応の担当者連絡先をお知らせします。 

 

６、事故発生時の対応方法 

利用者に対する訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村･親族･居宅介護支援事業者

等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、賠償すべき事故が発生した場合は、損害

賠償を速やかに行います。尚、事業者は「訪問看護事業者総合補償制度」に加入しています。 

 

７、虐待の防止 

  利用者等の人権の擁護･虐待の発生又はその再発を防止するための指針を整備し、必要な措置を講

じます。また、サービス提供中に虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町

村に通報します。介護者及び利用者の家族等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場

合を除き、身体的拘束等は行っておりません。 

 

８、ハラスメントの防止 

  事業者の職員に対して行う暴言・暴力、嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為、及びパワーハラスメ

ント・セクシャルハラスメントなどの行為により、健全な信頼関係を築くことができないと判断

した場合は、サービス中止や契約を解除することもあります。 

 

９、業務継続計画の策定 

  感染症や災害発生時において、訪問看護の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早

期の業務再開を図るための計画を策定し、必要な措置を講じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R7.3 


